
掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

資
源
物
処
理
施
設
に

資
源
物
処
理
施
設
に

　
　
　
関
す
る
説
明
会

　
　
　
関
す
る
説
明
会

　

中
間
処
理
場
に
整
備
す
る
資
源

物
処
理
施
設
の
本
体
工
事
に
つ
い

て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

d
２
月
２６
日
（
日
）
午
前
１０
時
～

１１
時
３０
分

b
上
之
原
会
館

s
２５
人
（
申
込
順
）

e
手
話
通
訳
あ
り（
要
事
前
申
込
）

m
２
月
１
日
～
１７
日
に
、
電
話
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス
で
ご
み
対
策
課
施

設
係
（
☎
０４２

−

３８３

−

０
２
５
０
f

０４２

−

３８３

−

６
５
７
７
）
へ

交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）
に

ご
加
入
を

　

ち
ょ
こ
っ
と
共
済
の
令
和
５
年

度
分
（
４
月
１
日
共
済
開
始
）
の

予
約
申
込
を
、
２
月
１
日
（
水
）

か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　

ち
ょ
こ
っ
と
共
済
は
、
東
京
都

の
全
市
町
村
が
共
同
で
運
営
し
、

交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
に
、
見

舞
金
を
受
け
ら
れ
る
助
け
合
い
の

制
度
で
す
。

　

令
和
５
年
度
よ
り
各
家
庭
に
加

入
申
込
書
の
付
属
し
て
い
な
い
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
加
入
申
込
書
は
、

市
内
の
銀
行
等
窓
口
（
郵
便
局
、

三
井
住
友
信
託
銀
行
は
除
く
）
で

配
布
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
東

京
市
町
村
総
合
事
務
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://ch

o
ko
tto
ky

osai.jp
/

）で
も
確
認
で
き
ま
す
。

t
市
内
在
住
の
方

■
会
費
等
▽
Ａ
コ
ー
ス
＝
年
額
千

円
の
会
費
で
最
高
３００
万
円
の
見
舞

金
▽
Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
額
５００
円
の
会

費
で
最
高
１５０
万
円
の
見
舞
金

e
市
内
の
小
・
中
学
生
、
消
防
団

員
の
方
は
、
市
費
負
担
で
Ｂ
コ
ー

ス
に
加
入
し
て
い
ま
す
（
自
己
負

担
に
よ
っ
て
Ａ
コ
ー
ス
へ
の
移
行

も
可
能
）

m
加
入
申
込
書
に
会
費
を
添
え
て

市
内
の
銀
行
等
窓
口
（
郵
便
局
、

三
井
住
友
信
託
銀
行
は
除
く
）
ま

た
は
東
京
市
町
村
総
合
事
務
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

i
交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
５
０
）

都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

■
募
集
内
容
①
ポ
イ
ン
ト
方
式
に

よ
る
募
集
（
家
族
向
け
の
み
）
②

単
身
者
向
け
・
車
い
す
使
用
者
向

け
・
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

■
申
込
書
配
布
期
間
２
月
１
日

（
水
）
～
９
日
（
木
）

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）、東
京
都
住
宅

供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//www.to-kousya.or.jp/

）

e
募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、「
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■
申
込
受
付
①
２
月
１５
日
午
後
６

時
（
必
着
）
ま
で
に
、
郵
送
で
Ｊ

Ｋ
Ｋ
東
京
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ

ー
へ
②
２
月
１５
日
（
必
着
）
ま
で

に
、
郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ
※
オ

ン
ラ
イ
ン
で
も
申
込
可
。
詳
細
は

同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

i
同
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０

−

０１０

−

８１０
＝
２
月
１
日
～
１５
日
、
☎

０３

−

３
４
９
８

−

８
８
９
４
）、

市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６
１
）

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

　

令
和
４
年
１
月
～
１２
月
に
納
め

た
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
お

よ
び
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
、
市
・
都
民
税
の
申

告
の
際
に
は
、
忘
れ
ず
に
納
付
額

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
国
民
健
康
保
険
税
】

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通

知
書
」
の
令
和
４
年
２
月
～
１２
月

の
保
険
税
額
で
、
そ
れ
以
外
の
方

は
「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知

書
」
ま
た
は
預
・
貯
金
通
帳
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
領
収
書
等
の
添

付
は
不
要
で
す
。

i
納
税
課
管
理
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
５
）

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

賦
課
決
定
通
知
書
」
の
下
部
（
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知

書
）
の
特
別
徴
収
の
う
ち
令
和
４

年
２
月
～
１２
月
の
保
険
料
額
で
、

口
座
振
替
の
方
は
同
通
知
の
普
通

徴
収
の
保
険
料
額
ま
た
は
預
・
貯

金
通
帳
で
、そ
れ
以
外
の
方
は「
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知

書
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
領
収

書
等
の
添
付
は
不
要
で
す
。

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）

【
介
護
保
険
料
】

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
「
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
」
の
令
和
４
年
２
月
～
１２
月
の

保
険
料
額
で
、
そ
れ
以
外
の
方
は

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」
ま

た
は
預
・
貯
金
通
帳
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
領
収
書
等
の
添
付
は
不

要
で
す
。

i
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
９
２
１
）

【
国
民
年
金
保
険
料
】

　

令
和
４
年
１
月
～
１２
月
に
納
め

た
過
年
度
分
や
家
族
の
分
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

１１
月
上
旬
ま
た
は
２
月
上
旬
に

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」（
は
が
き
）

や
領
収
証
書
の
添
付
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
の
際

は
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

i
立
川
年
金
事
務
所
（
☎
０４２

−

５２３

−

０
３
５
２
）

夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

d
２
月
６
日（
月
）～
８
日（
水
）い

ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

b
納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

夜間入口詳細図u
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

i
納
税
課
納
税
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
３
）

市・都民税の申告会場開設期間は
２月１６日（木）～３月１５日（水）

（武蔵野税務署は２月１日（水）から）

　市・都民税の申告は市の市民税課で、所得
税及び復興特別所得税の確定申告（以下「確
定申告」）は武蔵野税務署で、それぞれ受け
付けます。確定申告をされる方は市・都民税
の申告は不要です。
　市・都民税の申告用紙は、前年の所得状況
に応じて、２月上旬に市から郵送します。
　確定申告用紙は国税庁ホームページ（htt
ps://www.nta.go.jp）からダウンロードで
きます。また、確定申告書等作成コーナーを
利用すれば、申告書の作成もできます。

【臨時窓口の開設】
▷市＝２月１９日～３月１２日の毎週日曜日午前
９時～午後１時
▷武蔵野税務署＝２月１９日（日）、２６日（日）
午前８時３０分～午後４時（提出は５時まで）
【ふるさと納税ワンストップ特例】
　確定申告書第一表の寄附金控除には、ふる
さと納税ワンストップ特例の申告特例申請書
に記載された寄附金額も含めて集計してくだ
さい。
【確定申告で寄附金控除等を申告される方へ】
　寄附金控除・政党等寄附金等特別控除のう
ち、市民税・都民税の税額控除に該当する寄
附金がある場合は、必ず確定申告書第二表の
「寄附金控除に関する事項」に寄附先とその
寄附金額を、「住民税・事業税に関する事項」
に集計した寄附金額を記入してください。

▷市・都民税申告会場では受付順に申告を受け付けま
す。混雑状況によっては、受け付けを早めに締め切るこ
とがあります
▷市・都民税の申告書について記入済みのものは、郵送
での申告にご協力をお願いします。郵送の際は封筒の表
に「市・都民税申告書在中」と記載してください。また、
市申告会場内の受付ポストでも提出できます
▷市・都民税の申告方法や申告会場における対策等につ
いては、市ホームページをご覧ください
▷武蔵野税務署申告会場では、申告相談を必要とする方
に入場整理券を配付し、受け付けます。入場整理券は、
当日会場で配付するほか、国税庁公式ＬＩＮＥによる事
前発行で入手できます。なお、作成済みの確定申告書は
市の申告会場開設期間内に限り、市役所でもお預かりし
ます。相談や過年度分のお預かりはできません

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

i▷市・都民税＝市民税課市民税
係（市役所第二庁舎３階☎０４２−
３８７−９８１９）
▷所得税及び復興特別所得税＝武
蔵野税務署（武蔵野市吉祥寺本町
３−２７−１☎０４２２−５３−１３１１）

市・都民税市・都民税（住民税）（住民税）の申告、確定申告の申告、確定申告（所得税（所得税
及び復興特別所得税）及び復興特別所得税）の受け付けが始まりますの受け付けが始まります
⃝市・都民税の申告は郵送で、確定申告はｅ

 イ ー タ ッ ク ス  

‒Ｔａｘでの申告にご協力を⃝

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 5・2・1 6


